
厚生労働省 福井労働局 委託事業 

                                       福井県社会保険労務士会 

医師・看護師・医療従事者の 

定着・育成のために 

勤務環境を見直してみませんか？ 

ご相談は 
無料です 
（予約制） 

 

   看護師の離職率が高く困っている 

   トラブルを未然に防ぐための就業規則をつくりたい           

     過重労働が心配である 

   メンタルヘルス対策で労務リスクを減らしたい  

   研修会・勉強会講師を探している 

   その他、人事・労務に関すること 

１つでも充てはまったら、ご相談ください 

福井県社会保険労務士会 

医療労務管理相談コーナー 

（午前９：００～午後５：００ 土・日・祝日を除く） 

０７７６－２５－００９６ 

〒910-0005 福井市大手３丁目７－１ 繊協ビル３階 

      福井県社会保険労務士会内 

ご相談は、医療労務管理アドバイザーとして選任された社会保険労務士が対応致します。 
社会保険労務士は、社会保険労務士法第２１条において守秘義務が課されております。 
安心してご相談ください。   

soudan@fukui-sr.jp  
    福井県社労士会 検索 


